
p. 1 

 

みたけ台町内会に未加入の皆さまへ 
発行責任者 みたけ台町内会 会長 鈴木節夫 

 みたけ台町内会を、より理解頂くために・・・・  

  

最初のことば 

町内会って、なんだろう？と思う人もいるかもしれないけど、実はとっても大事な

存在です。 

 

特に、災害が起きたときは、住んでいる人たちの命を守るために、町内会の活動が

必要になってきます！ 

具体的には・・・、 

・安全に避難できるようにすること 

・避難所での生活ができるようにすること 

 

そのためには、家族や近所の人が無事かどうかを確かめあったり、もし被害があっ

た場合は助けを求められるように、黄色い手ぬぐいを表に出したりすることが重要

になってきます。 

みたけ台町内会では、毎年 9 月と 2月に黄色い手ぬぐい掲揚訓練を行っておりま

す。（※その日が都合がつかない場合は、組長に事前に連絡しておくと、安全とカ

ウントされるので心配いりません） 

もしも災害が起こった時に助け合うために、家の近くの人たちと顔を合わせて知り

合いになっておくことが大切です。 

 

具体的には、家が壊れたり、水道やガスが使えなくなってしまった時のために、避

難所を確保すること。（※例えば、みたけ台地域ではみたけ台中学校の体育館が避

難所になるようになっています。） 

また、水や食料を備蓄しておくことも必要です。 

そして、避難所での生活が安全に行えるようにするために、生活必需品のスペース

を確保したり、照明やトイレ、食事などの設備の整備が必要だよ。また、ペットの

避難も考えなければいけません。 

避難所の運営は町内会の役員や防災委員が主体となって行っています。 
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町内会役員たちが防災委員会を作り、毎年防災訓練・避難訓練を実施しています。

これは、災害時にスムーズに行動できるようにするためです。 

 

だから、みたけ台町内会地域に住んでいる人たちにお願いがあります。 

・毎年の防災訓練・避難訓練に積極的に参加してほしい。 

・まずは町内会に入会して、町内会役員になって欲しい。 

（叶えられない場合は防災委員になって、避難所の運営を学んでほしい。） 

 

避難所の運営は役員だけではできません。避難者たちにも役割を任せて、皆でやっ

ていきます。 

町内会の総会で、「黄色い手ぬぐいを会員以外の人に配る提案」をすると会費を払

っていない人たちに、無償で配るのはおかしいという意見もあります。 

でも、みたけ台町内会では基本的に、会員以外の人たちにも手ぬぐいを配っていま

す。 

 

そして実際に災害が起きてしまった時、、、 

避難所で配られる「横浜市支給の備蓄品・備蓄食」は限られています。 

だから、みたけ台町内会が費用をかけて購入した備蓄品・備蓄食を、どう配布する

かが課題となっています。 

人々が窮地に立たされると、会費を払っている人たちだけが権利を持つという考え

が出てきます。でも、会員以外の人たちにも配布する必要があるという意見も出て

います。 

こんなことが起こらないように、積極的に町内会に加入しましょう。 

 

「町内会なんて意味がないかもしれない」と思っている人もいるかもしれません。

でも、町内会に入ることで地域の人たちと交流でき、人生が豊かになることもあり

ます。 

また、防災や防犯の活動に参加することで知識が身につき、いざという時に協力し

やすい関係が築けます。 

子育て世帯や高齢者の情報も入ってくるので、地域に役立つこともできます。 

もちろん、町内会に入ることで会費を支払う必要があったり、イベントの役員に任

命される可能性があったり、定期的な会合に出席する必要があったりすることもあ

ります。ただ、地域のつながりが今後必要になることもあると考えると、元気で健

康なうちにつながりを持つことは一つの生き方の方法だと思います。 
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備蓄庫・公園防災倉庫 写真集 

 

みたけ台中学校校舎西側にある、防災備蓄庫  
 

 

みたけ台公園の南側にある防災倉庫 2 基 
 防災倉庫 Aは、連合町内会の名義を借りてみたけ台町内会が設置 
  公園に設置出来る防災倉庫は、10 ㎡未満１基のみの基準があるため、みたけ台中学校地域防災拠点委員会の 

委員長が、連合町内会/もえぎ野・柿の木台・みたけ台の３会長の承諾を貰い設置 別途承諾書有。 

 防災倉庫 Bは、みたけ台町内会の名義で設置 

みたけ台中学校体育館北西に防災コンテナの代替えプレハブを２基建設 

 
みたけ台町内会 HP/ホームページ ←2024/8/1 開設も仮 Uploard 中 

  

 

 

URL：https://mitake-yokohama.com/ 
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NHK 防災アプリ 

 

YAHOO 防災アプリ 

 

横浜市の防災アプリ 

 

 



p. 5 

 

みたけ台町内会 退会申請書 ⇒必要なら、組長に別途請求ください。 

他の市町村への引っ越しやご都合により、みたけ台町内会から退会する時は、組長さんへ 

  退会の旨をお伝えし、下記の退会届を提出し残期間の町内会会費の返還を受けてください。 

   

  退会金精算の例：10/10 に引っ越しの場合、11 月～翌３月迄の５月分７５０円の返還と 

  なります。組長かブロック長が返金して、受領書に住所・氏名を直筆で記入頂きます。 

 

＜その他連絡事項＞ 

 

 

 

貴方様の、みたけ台町内会における所属区分は（ブロックと組） 

  第   ブロック     組 

連絡先：ブロック長は        住所：          連絡先：        

    組長は           住所：          連絡先：        
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みたけ台町内会 入会申請書 ----切り取りお使いください 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～切り取り線～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 


